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第 65号

し

伊 方 訴 訟 ニユー ス 1979年 l月 20日

伊方原発訴訟を支援する会(雫
絡
惧:晶陽 北M_打:吉島:ど盟蓄)

伊方原発燃料棒損傷の事実明るみに

3月定期検査を2月 に繰り上げ

昨年 12月 14日 ,伊方原発反対八西連絡

協議会 (八 西協)の 矢野浜吉事務局長ら代表

は記者会見を行い,伊方原発で異常事態が進

行している疑いが濃い と発表した。その内容

は,すでに前号で報告したように, ″
原発の

内部関係者
″か ら八西協への,つ ぎのような

通報に基づ くものであった。すなわち,「労

働者が原子炉か ら漏れた放射能を吸いこみ体

内被ぼくを受けた。そして,原子炉水中の放

射能が増えてきているので, 3月 に予定され

ていた定期検査を 1月 に繰 り上げねばな らな

くなった」 とい う内部告発であった。

八西協の代表は,同時に,独 自に調査した

事実,すなわち,昨年 6月 16日 と 9月 15

日に,九町越にある四電のモニターステーシ

ョンの放射線検出器が,平常の 3～ 5倍 もの

異常に高い値 を示していたとい う事実も発表

した。そして,原発の安全管理をや っている

県や伊方町の発表は信用できないので,で き

るだけ早 く,八西協独 自の立入り調査をさせ

るよう四電に要求するとともに,県 と町に対

しても,安全管理 を強化するよう申入れ ると

発表した。

この突然の発表に驚いた四電では,野中原

発所長が,「原発は全く正常である。八西協

の立入りは拒否する。 6月 16日 の高い放射

線計測値は,測定器の点検のためで, 9月 1

5日 は全く正常だった」と発表した。

一方県は,原発立入り調査の結果と称して,

12月 16日 ,県議会生活厚生委員会でつぎ

のように報告した。「 lo月 3日 に発生した

原子炉からの水漏れ事故に関連して,運転再

開の 10月 末までに,最高 700ミ リンム,

平均 67ミ リL/ム の労働者被ばくがあった。

しかし,その値は許容量以下である。また,

原子炉水中の放射性ヨー素の濃度は, 1立

方センチ当りにして,(以下 9頁に続く)

抗 訴 審 第 2回 公 判

2月 9日 (金 )午前 10時 30分

高松高裁

被告国側か ら答弁の準備書面提出の予

定。原告住民側も,柏木判決批判ならび

に,国の答弁に対する反論を陳述し,双

方の争点,お よび,裁判所の姿勢が明ら

かになると予想されてぃる。

遠隔地裁判を闘う原告 ら住民を支援す

るための傍聴参加を訴えます。

し



抗告申立の準備書面 (後半 )

第四、伊方原発と回復困難な損害発生

一、伊方原発は,熱出力 165万 キロワッ ト

であり, この熱出力の大きさがプル トニウム

や「死の灰」を大量に作り出す ことになる。

それ らの量は,わか りやす く表現すると一年

間の運転によってプル トニウムが長崎型原爆

(プ ル トニウム 10キ ログラム)40発 分 ,

「死の灰」が広島型原爆の実に 60o発 分と

厖大になる。

そして,伊方原発は一年間のみの運転ではな

く, 30年, 40年 と運転が予定されてぃる

か ら,こ れによって作り出されるプル トニゥ

ム,「死の灰」の量は超厖大となる。原発は

まさにプル トニウムおよび「死の灰」の製造

装置といわれるゆえんである。

而して,伊方原発がこのように大量のプル ト

ニウム,「死の灰」を抱えこんでいることが

危険性の根源である。

二、 このプル トニウム,「 死の灰」 とい う放

射性物質が常時四方八方に強烈に放出する放

射線は,人の生命,身体 を蝕んで個体を死に

至らせるだけではなく,その遺伝的影響によ

って人類を永久に苦しめる。

現在でも毎年のように広島,長崎の原爆によ

る死者が出ていることか らすれば,放射線の

恐さを容易に推し量ることができよう。

放射線は如何に微量であっても人体にとって

は危険なものである。

放射性物質の恐ろしさの一例をあげると,建

物内でプル トニウムを僅か一グラムを撤き散

らす とそれか ら放出される放射線のために500

平方メー トル内の人はすべて死亡し, 5万平

方メー トルの範囲にわたって除染しなければ

な らなぃことになる (本訴の甲第 20号証11

頁)。

前述の伊方原発の運転によって作 り出される

プル トニウムの量と右一グラムのプル トニ ウ

ムの量を比較すれば,伊 方原発が有す る危険

性は想像を絶するものがある。

二 伊方原発の中で作 られる放射性物質の毒

性は,プル トニウムに代表されるように,放

射線を放出する能力が僅か半分になる期間た

る半減期が人類の歴史を超越す る 2万 4千年

とい う永久なものも存する。

また同様に原発の中で作 られ るヨー素 129

とい う放射性物質の半減期は170o万年と気

の遠 くなる以上の毒性維持能力を有する。

四、 このように人体に対して恐るべき被害を

もた らす放射性物質を無毒化する科学的方法

はまったく存しない。

すなわち,放射性物質が放射線を出す能力を

消滅させ る物理的,科学的方法はまったくな

く,ま た,放射線を出す能力を弱めたりその

期間を短くすることも不可能である。また従

来の公害の主役たる化学物質と異なり,拡散,

希釈によって浄化されることもない。従って

人間は, 自ら原発で作り出した放射性物質が

自然に放射線を出す能力を失うまでの期間 (

それは半減期の 10倍 とも40倍ともいわれ

る期間である。)を環境に出てくることのな

いようにしてただひたす ら耐えて待つ しかな

い。

このようにして人間が耐えて待つ期間は, プ

ル トニ ウムでは 24万年ないしは 96万年で

あり, コー素 129で は 1億 7千万年ないし

は 6億 8千 万年である。
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右のような長期間にわたって大量の放射性物

質を環境中に現われない ように閉じこめて待

つことは可能とは思われない。

五、放射性物質は微量でも人体にとって危険

であり, また,伊 方原発は放射性物質を大量

に製造し,かつ内蔵する装置であるか ら,周

辺住民,国民お よび子孫の身体的安全を守る

ためには,伊方原発はいつ如何なる時におい

ても放射性物質が放出されることがない構造

となっていなければな らない。

ところが,伊方原発は平常運転時においても

放射性物質を排気筒,放水□等か ら放出しな

ければならない構造となっている。相手方も

平常時の年間の被曝線量は気体廃棄物につい

て, ガンマ線で 0.6ミ リンム,ベータ線 15

ミリンム,液体廃棄物について0.01ミ リン

ムであると過小評価はしているが平常時にも

放射性物質を放出することを認めている。ま

た,告示は二条で住民に年間 0.5レ ムまでの

被曝を容認している。

放射性物質は如何に少量でも人体に悪影響を

及ぼすものであるが,原発は毎年々々平常時

にも放射性物質を放出し続けていくので,放

射性物質は浄化 されることなく環境中に蓄積

されてぃってます ます人体 を蝕み続けること

になる:原発の平常運転時の放出放射性物質

の量でも人間,生物に重大な被害をもたらす

ことはムラサキツユクサの実験結果, アメ リ

ヵのゴフマン, タンプ リン博士の研究結果,

アメリカのベンンルバニア大学のスタングラ

ス教授のイリノイ州 ドレスデン原発周辺の調

査結果等 か ら明白な事実 である。 相手方の

主張する平常時における気体廃棄物について

の年間被曝線量ガンマ線 06ミ リレム等 とい

う過少評価たる線量でも人体に対する危険性

は重大である (原審の申立理由補充書0191
頁以下)。

人 次に,伊方原発においては大事故が必ず

発生す る。

相手方が事故として考えているのは二つあり,

一つは一次冷却材喪失事故でその原因は 700

ミリメニ トルの一次系の配管が破断する場合

だけであり,二つは蒸気発生器細管破損事故

でこの場合には一次冷却材の喪失状態となる

ことをまったく想定していないのであるが,

一次冷却材喪失事故だけをとってみても蒸気

発生器細管破断,圧力容器破壊,人 為 ミスと

他原因が数多く考えられるし, また事故は一

次冷却材喪失事故だけではなく,二次冷却系

の冷却水が喪失されることによって,一次冷

却系の温度が昂まり;炉心が溶融した り,誤

操作等の人為 ミスによって考えられない事故

となったり,あ るいは航空機が原発に墜落し

て圧力容器が破壊されたり等と,本来予測で

きないまた理屈どおりにいかない特質を有す

る事故はいくらでも考えられるし,ま た考え

て対応措置をとっておかなければならない。

従って,相手方が恣意的に事故として一次冷

却材喪失事故と蒸気発生器細管破損事故だけ

しか本件審査時に考えていないことは,超毒

物を大量に内蔵し,かつ高温,高圧の不安定

な状態で運転しなければならない本件原発の

安全審査としては極めて不十分であるといわ

なければならず: このことだけでも本件審査

では安全のチェックがなされてぃなぃと断定

できる。また,相手方の右二事故による災害

評価もまったくデタラメである。

次に過去の原子炉ない しは原発の各種事故お

よび装置の技術の不完全性か らして,伊方原

発が多数の住民の生命,健康および財産を侵



害する大事故を発生する必然性があるといわ

なければならない。まず,1957年のイギリ

不のウイ:ン ズケール原子炉の事故がある。右

事故は,熱出力が伊方原発の僅か165分 の 1

のフインズケール原子炉が火災事故を起し,

その結果ョー素 131の 2万キュリーをはじめ

として多量の放射性物質が環境中に放出され

たために,同 原子炉から風下約 50キ ロメー

トル,幅 16キ ロメー トルにわたって牛乳の

差止措置がとられ,同地区内で生産された牛

乳はすべて廃棄されて,同原子炉は完全に破

壊されたとぃぅものである。

相手方は,右ウインズケール原子炉事故につ

いては,商業用原発には規模,安全装置の点

等で参考にならないと主張するようであるが,

それはまったく誤りである。けだし, ウイン

ズケール原子炉は,伊方原発とは異り,実験

用原子炉と同じように,圧力も低く,温度も

低く, しかも熱出力が 1万 キロワットという

安定した状態で運転されてぃたのであるから,

かなり安全な原子炉であるにもかかわらず,

右のような大事故を起したということで大原

子炉を有する原発の事故を想定する際に先例

として重要なのである。右事故の他にアメリ

カのアイダホ国立原子炉試験場のSLl原 子

炉事故,同 じくアメリカのプラウンズフェリー

原肇の事棟,肇年,ま た我国および諸外国の

原発で頻発しているところの蒸気発生器細管

事故,燃料棒の曲り事故の各事実は原発の大

事故が必発することを如実に示している。

七、伊方原発の安全装置の最後の切り札の役

目を要求されるECCSは 働かない。

相手方の本件審査においてはECCSの 作動

が要求される事故想定としては,次冷却系の

700ミ リメー トルの配管が破断されて下次冷

却材が喪失される場合だけをあげてぃるのみ

で, これが不当なことは前述したが,右一次

冷却材喪失事故によって炉心が空焚きになっ

たときにおいても, ECCSが 働いて水が炉

心に注入されて冷却されることが絶対的に必

要となる。相手方も最後の安全装置たるEC

cSが機能しなければ本件許可をしない と明

言するが,それは安全装置の目的か らして当

然のことである。

ところが, ECCSの 有効性はまったく実証

的に確認 されてぃないどころか, ECCSは

作動 しないことが実験によって確認 されてい

る。この実験はアメ リカのロフ ト計画である

が,実際の規模でなく,小型模擬炉によって

行なわれたがみごとに失敗した。小型模擬炉

によっても失敗なのでぁるか ら,現実の大型

炉においてをやでぁる。相手方は右ロフ ト計

画の失敗について,小型炉では失敗しても現

実の大型炉では作動す る, しかし現実の大型

炉では作動するが,現実の大型炉で実験する

のは不可能だか らしないにすぎないとまった

く非科学的な弁解に終始するだけである。小

型炉実験で作動しないて大型炉で作動すると

い う科学的な根拠はまったくない。装置はス

ケールアップすなわち巨大化すると,それま

での技術上の常識ではとうてい律しきれない

困難に逢着する。巨大タンカーといわれた「

ば りばあ丸」;「か りふおるにあ丸」が真二

つに割れて沈んだ事故はまさに巨大化すれば

それまでの技術がいかに参考にならないかの

教訓である。従 って,小型炉のECCSの 実

験で成功しても,現実の巨大原子炉では成功

しないと考えなければな らないのに,小型炉

で失敗しても大型炉があるさとい う考え方は ,

まったく非科学思考以外の何ものでもない。

つ



し

また,現実の大型炉のECCSの 作動実験が

何故不可能であるのか。現にアメ リカでは実

物のECCSの 作動実験が着々と進め られて

いる。アメ リカの右実験の進行を見るにつけ

ても,現在の大型炉の設置,運転は安全性の

確認なしに強引に進め られた暴挙である。本

当に相手方が現在の原子力発電所のECCS

の実証実験を不可能 とい うのであれば,相手

方は抗告人 ら住民を実験の対象と考えている

ことになる。

現在の科学技術の段階では,ど うしても伊方

原発の有す るECCSが 作動しないと考える

以外には常識は存しない。

この点に関しては,原審の判決に際しての 日

本原子力研究所の中島篤之助の指摘を次に掲

げておこう。

「常識は法律家の生命である。だか ら筆者が

以上の事実にもかかわ らず,原子力発電の技

術は決して実用化段階に達してお らず,そも

そも原子力技術全体が研究段階にあるのだと

い う主張をしてもなかなか納得して頂けない

かも知れない。しか もそれを技術的内容にわ

たって説明することは紙数が許さない。

しか し事実は,巨大な多国籍企業の経営戦略

の線上で,新規産業 (原 子力発電産業)が一

挙につくり出されたのである。昭和 43年版

の 日本原子力産業会議発行の『 原子力年鑑 』

には原子力発電ブ
=ム

の背景をとらえた面白

い指摘がある。

「アメ リカで現に進行している現象の核心は,

次のような数字の対比によって端的に うかが

われる。すなわち,

一、原子力発電所の運開容量約 200万キロ

ワッ トに対して,発注ずみの容量合計が約

5000万 キロワッ トとい うアンノ`ランス (

1967年末現在)。 一 口にいえば異常成長。

二、単基容量でいえば,運開分の最大が

26・ 5万キロワッ ト (イ ンデイアンポイン

ト原発)に対して,計画分では 10o万キロワ

ッ ト級 (最高 120万キロワッ ト)が続々登場

しているとい う急テンポのスケール・アップ。

ミ 燃料のパーン・アップでは実績値の最

高 1万 6000メ ガワッ ト・ 日に対して,すで

に 3万メガワット・日が保証され売 りこまれ

ているという現実。

以上の現象が物語っているのは,明 らかに実

証ずみ (プループン)と い う概念について,

大きな変化がおきたらしい とい うことである。

……」 (傍点筆者)。

賢明な読者は十分に理解して戴けたものと思

う。技術開発において必ず踏むべき経験の積

重ねと,慎重なスケールアップは無視された

のである。海軍用の小型加圧水型炉の設計を

電子計算機による模擬計算だけで一挙に大型

化して商業用 (?)原発がつくられたのであ

る。                  |

その報いは今 日随所にあらわれてぃる。経営

戦略は成功し,発電炉は売 りこまれたが,ぃ

たるところで トラブルが発生している。 20

～ 30パ ∵セン ト台を低迷する低い稼動率が

何 よりもそれを証明している。

自主・民主 。公開の原則は,科学発展の内在

的法則そのものである。原子力は第二の火と

いみじくも呼ばれるょうに人類の未来のため

に,慎重に利用しなければならない。原子核

内部に潜んでぃた力を安全に使いこなすため

には, まだまだ多くの研究が必要なのであっ

て,それを直ちに石油の代わりに使わなけれ

ばならない とい った性質のものではないので

ある。原子力技術の奥深さに対する正しい認

し



「

識が,原 子力三原則の前提なのだとい うこと  もた らすかについては,前述のウインズケー

を強調しておかねばなるまい。」      ル炉事故も参考になるが,こ れまでに我国で

(「 原子力三原則の今日的意義」法律時報  なされた大事故災害評価の結果を適用すると

50巻七号 271頁) 信じられない結果となる。

中島が右に述べるように,原子力技術全体は

いまだ研究段階にあるのでぁって,伊方原発

のように 165万 キロワットの商業用原発をい

かにも完成された装置の如く設置することは,

まさに抗告人 ら住民をモルモッ トにす るもの

である。

しかも,伊方原発においては,最後の安全装

置たるECCSが 作動してもどうにもならな

い とんでもない事故が発生しうる。それは前

述のウラン燃料を入れてぁる圧力容器破損事

故である。 ECCSは 圧力容器が破損しない

ことを前提として圧力容器の中に水を注入し

て水を溜めてゥラン燃料を冷す機能を要求さ

れる装置であるが,圧力容器が破損したとな

れば水は一つも溜まらないか らウラン燃料を

まった く冷すことができない。そうすると炉

心は溶融し,当然ながら放射性物質は外に飛

び出てしまう。相手方は,圧力容器破損事故

のようなものを想定不適当事故 (本訴の内田

第二回証言調書 140頁)と 呼ぶが, 当然な

が ら,事 故とは起るまでは想定困難なのであ

って (予めわからていれば装置を運転しない

でおけば防止はできる),そ うであるのに想

定不適当事故とい う言葉を使用することは,

安全審査の放榔であるし,ま た高温,高圧下

の圧力容器が割れるとい う事故は誰にでも考

え られ ることである。そして,最近出された

西 ドイツのヴイルの行政裁判所判決は,右 の

圧力容器の健全か否かの点に疑間があるとし

て原発の設置を禁じたのである。

八、伊方原発が事故を起せば如何なる被害を

昭和 35年に科学技術庁が 日本原子力産業会

議に委託した結果「大型原子炉の事故の理論

的可能性及び公衆損害額に関する試算」が作

成されたが,それに よると,伊方原発規模の

3分の 1弱の熱出力 50万キロワットの原発

について, 大事故の場合には,例 えば揮発性

の放射性物質がすべて放出され,最悪の気象

条件下では 720人の急性障害死者,5,000

人の障害者および 130万人に及ぶ「要観察

者 (放射能による被曝結果を観察しなければ

な らないとい う者)」 が生じ,経済的な損害

も当時の価額で 1,140億 円 (現在では 5倍の

5,000億 円以上の試算になる)に 達す ると報

告された (本訴の甲 269号証)。

右報告は急性障害のみを問題にするのみで ,

急性障害以上に深刻な晩発性障害,遺伝的障

害をまったく無視しているから, この点だけ

か らしても,右報告は被害 を極めて過小評価

しているのみならず,明示された数字につい

ても過小評価していると考えざるを得ないが ,

それでもその内容は強烈である。

そこで,右報告を伊方原発に単純に熱出力の

違いで, 3倍にして適用すると,急性障害死

者数は 2,160人,急性障害者数 15,000人 お

よび 390万人の要観察者が生じるから,急

性障害のみで人口9千人とい う抗告人 らの多

くの居住する伊方町は全滅することになる。

そして経済的損害は 1兆円を越えてしまう。

右に関し,先に述べたように,伊 方原発への

適用の場合でも,晩発性障害および遺伝的障

害が まったく欠落しているので,右の場合に

W

W
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これ らの晩発性障害お よび遺伝的障害をも考

慮す ると各障害についてさらに数万人ずつ障

害者が増加することは間違いない (詳細は前

述の理 由補充書0796頁 以下)か ら,そ こ

か ら導かれる数字は恐るべきものとなる。

右の各数字が重大な意義を持つ理由は,科学

技術庁すなわち相手方 自身が原子力産業会議

に委託し, これを受けて原子力産業会議が調

査検討した結果に基くものであるか らである。

相手方の有する資料か らしても,右のように

伊方原発の事故時の災害の規模は信じられな

い悲惨な結果となる。

九 以上のように, これほどの厖大な量の放

射性物質を内に抱えなが ら,最終的な安全装

置であるECCSの 作動が確認されず,ま た

圧力容器の健全性についての検討がいまだ不

十分等の数多くの未解決の問題点を有する原

発を相手方の許可で現実に運転されてぃる現

状を見れば,本 当に背筋が寒くなる思いであ

る。近代科学の粋を集めたとい う飾り文句の

何 と空々しい ことか。 これまで伊方原発が,

住民に見える形で被害を及ぼさないことは,

偶然の出来事の連続であるといえよう。

しかし,見える形での事故は, 日本のように

世界に冠たる地震地でさらにその中心たる伊

方地方では必ず発生すると考えざるをえない

し, 見えない住民の被害は現に絶えず進行し

て住民の生命,健康を確実に蝕んでい くので

ある.

このような抗告人 ら住民およびその子孫の生

命,身体に対する深刻な被害の発生お よびそ

の切迫した重大な可能性は回復困難な損害以

外の何ものでもない。

第五、執行停止の緊急の必要性

一、 これまでに述べたところで,本件許可処

分の執行停止の緊急の必要性は十分に理解し

えたはずであるが, この点についてさらに付

言する。

本年 10月 3日 伊方原発は一次冷却水漏れ事

故を起 し一次冷却系 (原子炉圧力容器の中を

通る水一 といっても 300度 。150気圧の熱

湯―が流れる系)か ら格納容器内に漏れ出た

一次冷却水は 33ト ン (33立 方メー トル)

になるという。

右報道の量は四国電力の発表に基くものであ

るか ら,実際よりも過少な量であることと思

われるが,それにしても 33ト ンとは大きな

数値である (家庭用風呂は約 0.5ト ンである

か ら,こ れは風呂 66ばい分となる)。

い うまでもなく,一次冷却水は燃料棒の間を

流れる水であるか ら最も放射性物質に汚染さ

れてぃる。従 って,一次冷却水の漏れはあっ

てはならない事故である。

このような汚染水が格納容器内に流れ出ると,

本来密閉式の格納容器内は放射性物質の溜り

場となって作業員が格納容器内で作業するこ

とは危険となる。

そのために,格納容器内に溜っている放射性

希ガスを大気中に逃がしてやって,格納容器

内に入って気体状以外の放射性物質を除染し

なければな らない。すなわち,一次冷却水の

漏れ事故には必ずとい っていいほどに,環境

中への放射性物質の放出が伴 う。

これも新聞報道によると,右事故によって大

気中に放出した希ガスは 1キ ュリーないしは

1.5キ ュリーだとい う。

右報道も四国電力の発表に基くもので過少値

と思わなければな らないが,やはり ]キ ュリ

ーとい う数値 も重大である。

大学の実験室での放射能の危険量は 10万分

し



の 1キ ュリーであるし,1000分の 1キ ュリ

ァで致死量でもある。

そして何 よりも問題なのは,平常運転時にも

放射性物質を必然的に放出せざるをえない伊

方原発が,今回の事故時にそれに 1キ ュリー,

1.5キ ュリー上乗せして放出したことである。

このことは, 日に見えない被害を抗告人 ら住

民および子孫に必然的に憎悪させるものであ

る。例によって,電力会社は被曝の心配はな

い と発表しているが,そのような子供だまし

はもう通用しない。

今回の右事故は,二つの弁,止め弁 と送止弁

がそれぞれ男1々 に故障して発生したという。

伊方原発は本年の 7月 末に第一回定期検査が

なされているが,右事故の原因となった二弁

の異常は同検査では発見されていない。この

ことは,定期検査の杜撰さと頼 りなさを示す

とともに原発事故の意外性を示すものである。

伊方原発は炉心が温度 300度, 150気圧,

そして猛烈な流速下とい う苛酷な条件でもっ

て運転されているか ら,こ れか らもかつて経

験したことのない事故が続発するであろう。

それは,前述した ように原子力技術はいまだ

緒についたばかりで,基礎研究が尽されてぃ

ないのであるから,当 然のことである。

また,今回の事故は,事故発生後 11時間も

経過してか ら県,伊方町に通報された。

四国電力と県,伊方町の間には安全協定が結

ばれ,原子炉施設に異常が発生した場合には

四国電力は「速やかに」県,伊方町に通報す

ることが義務づけられている。

四国電力は,前回,前々回の事故のときにも,

12時間か ら 5時間 10分の通報を遅 らせて

いる。

四国電力のこのような態度は,住民の避難が

必要な事故の場合には住民を死滅させてしま

うこと:こ つながる。

今回の事故は,伊方原発では事故は常に発生

しうるし,そ の事故は好むと好まざるにかか

わ らず,必然的に放射性物質の環境中への放

出を伴い, それは抗告人 ら住民の生命,身体

を目に見えない形で蝕むとともに,伊方原発

が大量の放射性物質を内蔵す ることか ら広範

囲にわたって国民を死傷させる事故もいつ発

生するかわか らない とい うことを如実に示し

ている。

カタス トロフイな原発事故については,必ず

起こるが,いつ,ど こで起こるかが不明なだ

けだとぃわれている。

原発を知 る者にとっては,地震地である伊方

地方の上にのる伊方原発の白いコンク リー ト

の塊りは不気味な存在として迫ってくる。

本件では執行停止の緊急の必要性の要件は,

人の生命,健康が対象であるか らには充足し

て余りがあるといわなければならない。

二 本年 11月 5日 ,オ ース トリアにおいて

原発の稼動を認めるか否かを決める国民投采

が行なわれ,反対 50.47パ ーセン ト,賛成

49.53パ ーセン トとい う結果となり,原発の

廃棄が決定された (疎 甲 38号証)。

オース トリアには首都ウイーンの西北約 40

キロメールの ドナウ河畔にすでに完成してい

るツベテンドルフ原発が存在するが,右国民

投票は同原発の運命を決定するものであった。

従って,同 原発は完成していなが ら,運転さ

れずに廃棄され ることになったのである。

現在の原発技術の未解明,未成熟か らすれば,

オース トリア国民の右英断は当然とはぃえ賢

明な措置であった。

これに反し,我国の原発に対する取組は極め

V
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て非民主的である。原発の監視役であるはず

の科学技術庁原子炉規制課長は,原発反対住

民,学者の声を聞こうともしない (疎甲第39

号証)。

政府,電力会社は金にまかせて,原発が絶対

必要とのムー ドを盛り立てる宣伝に狂奔する。

今年 10月 26日 の「原子力の 日」の政府ポ

スターは,女性のメー ドの胸の部分にエネル

ギー・ア L/ル ギーと記載した 70セ ンチメー

トル× 100セ ンチメー トルの大きさのもの

でまったくいわんとするところが不明のもの

であるが,要するに女性のメー ドによって市

民の眼を引きつけんとする (全国的にこのポ

スターは物議をかもし,大阪府では掲示しな

いこととなった。)。 原発の安全性の問題は

ムー ドや金によって解決すべきものではない。

原発の設置の是非は,現在の我々が,そ して

将来の人類が生命,健康を維持しうるか否か

の重大な問題なのである。

政府,電力会社の原発に対する姿勢はオース

トリアに比較するとき極めて遺憾といわざる

をえない。

我国のように,原発の安全性の審査を実質的

に担当する原子力安全専門審査会の委員がす

べて原発賛成者か ら成り, しかも非常勤で片

手間の到底審査 といえない審査が行なわれて

いる体制のもとでは,オ ース トリアの直接民

主制を多少なりとも参考にするとすれば,裁

判において十三分に原発の安全性についての

論争の場を確保す るとともに,少 くともその

結論が確定 されるまでは原発の運転を停止す

るための本件許可処分の執行停止をなすべき

である。

我々は,過去において政府,大資本のムー ド

づくりにのせ られて,太平洋戦争とい う誤っ

た選択をして:我国民を含めて多 くの人々を

殺傷し,国土を廃墟としてしまったとぃう苦

い経験を持っている。

今は三度とこの誤ちを繰り返してはな らない。

以 上

(1頁か らの続き)

0.006マ イクロキュリーと,通常値の 10

～ 100倍に増加している。しかし,規定に

ある許容量, 1立方センチ当り7.15マ イク

ロキュリー (こ の値は原子炉停止条件 ;事務

局注)の千分の 1程度にすぎない。このよう

な原子炉水の汚染は,たぶん燃料棒に ビンホ

ールが生じたためと思われるが, この程度で

は運転IC支障はない。また,住民 らが指摘し

ているモニタリングステーションでの異常値

は,ぃずれも,測定器の点検中のためであり,

異常発生を示すものではない」と。

さらに四国電力も,上記の野中所長の発表

を修正して県の報告を追認した。そして, 3

月に行 う予定だった定期検査を 2月 に繰 り上

げて実施することも認めざるを得なかった。

以上の経過は,八西協にもたらされた内部

告発の内容の正確 さを示しているが,な お,

県や四電は,事態をごまかしているように思

われる。その一つは,八西協の発表では,放

射能の吸い こみによる体内被ばくが問題とさ

れてぃるのに,県の発表では体外被ばくの値

しか公表されてぃないことである。また,某

新聞社には,被ば くのため入院させ られてぃ

る労働者もいる, との情報も入 っているとい

う。

もう一つは,原子炉水の汚染が通常の濃度

の 100倍にも高まっていることを認めてい

るものの,そ うした汚染が時間的にどのよう

に変化 してきたか とい うことには全く言及し

し
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ていない ことである:美浜 1号炉での,あの

燃料棒折損事故でも,原子炉水中のコー素の

濃度は数 日間急上昇し,その後低下して,通

常値 より高い値に落着くとい う経過をたどっ

ている。したがって,汚染の時間経過は燃料

棒の損傷の状況を推定する重要な手がか りで

あり,そのことが隠されたままとなっている。

正式発表では「 ピンホールであろう」 と, こ

ともなげに片付けておきなが ら,定期検査の

繰り上げを認めざるを得なか ったことの矛盾

を解 く鍵も,隠 された事実にあるように思わ

れる。

12月 25日 ,住民代表 らは,納得のい く

説明を求めて県庁につめかけたが,責任部局

である県公害課では,課長以下全員が逃亡し

たままで,ま る一 日,年末の忙 しさの中を遠

路出かけてきた住民たちに,待ちばけをくわ

せるとい うひどさであったとい う。さらに ,

住民らの調査では,原発勤務の四電職員は:

ここしば らく,帰宅せずに ″
臨戦体制

″にあ

るとい う。事故続きの伊方原発で,さ らに不

測の事態が発生するのではないか との不安と

怒りが,原発周辺の住民の間に高まらている

のも当然であろう。 (Q)

年末カンパヘのご協力

ありかとうございました

″
火の車

″
救援のための年末特別カンパを

お願い しましたところ,会員・読者の皆さん ,

さらには,全国各地の同志の皆さん方か ら励

ましのお便りとともに支援のカンパが送 られ ,

その額は: 1月 14日 現在で 414,300円

に達 しました。そのほか:未納のニュース購

読料や準備書面の購入金などもお送りいただ

きました結果,経常会計では,約 120万 円

に達 していました赤字が,会計報告にもあり

ます ように, 28万 円に減少しましたし, さ

らに,別会計となっています準備書面関係の

会計でも,約 110万 円の赤字が 85万円 (

ただし売上未収金約 50万円あり)へ と改善

されました。

各地 。各方面での運動資金にも何か と出費

のかさみます折に,皆さん方か らお寄せいた

だきましたご支援に,「支援する会」をお世

話する者として,心か らのお礼を申しあげま

す。控訴審および 2号炉訴訟のいづれもが本

格化すると予想されます ことしですが,皆さ

んの激励と期待に応えるべ く,「支援す る会」

としましても,気を新たに,ふんばらてい き

たい と思 っていますので,一そうのご批判 ,

ご支援をお寄せ下さいますように。

(事務局 久米三四郎)

会計報告 ('印.12/15～ :7)12/14)

収入

会 費

ニュース購読料

資料売上金

年末カンパ (今期分)

174,000

3Q5,900

9,200

328,100

支出

ニ ュース代金

郵送料

為替手数料

ゼロックス経費

877,200

39,Oo0

13,580

4,575

44,000

差引

借入金合計

計    101:155

776,045

(借入金返済に充当)

281,049

ψ

ν

計
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